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告 　 示
福井県告示第４９号
　福井県青少年愛護条例（昭和３９年福井県条例第１５号）第１０条第１項の規定に基づ
き、次のものを青少年の健全な育成に有害な興行として指定したので、同条第２項の規定
により公示する。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
指定理由 　著しく性的感情を刺激し、または著しく粗暴性、残虐性もしくは犯罪を誘発助

長する性質を有し、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある。
指定年月日　令和７年１月２８日
種別 題名 制作会社、配給会社等名

映画 ダンス・オブ・欲望　うしろめたい股間
渡邊（元）組
〈オーピー映画〉

映画 禁断！母のあえぎ 深町組
〈新東宝映画〉

　 　
福井県告示第５０号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２
３号）第５９条第１項の規定により指定自立支援医療機関を指定したので、同法第６９条
の規定により、次のとおり公示する。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
薬局
担当する
自立支援医
療の種類

名称 所在地 開設者名称 代表者 開設者住所 指定日

精神通院
医療 スギ薬局　福井インター店 福井市和田中三丁目122番地 株式会社スギ薬局 代表取締役　榊原　栄一 愛知県安城市三河安城町１丁目８－４ 令和７年２月１日

精神通院
医療 アルプ薬局社北店 福井市若杉４丁目６１２ 株式会社アルプ 代表取締役　古賀　美純 石川県金沢市近岡町309番地 令和７年２月１日

訪問看護ステーション

担当する
自立支援医
療の種類

名称 所在地 開設者氏名または名称 代表者氏名 開設者住所 指定日
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精神通院
医療 訪問看護ステーション　りんごの木 吉田郡永平寺町松岡松ヶ原1-307 株式会社　EMORI 代表取締役　江守　浩一 吉田郡永平寺町松岡葵2-72 令和７年２月１日

　 　
福井県告示第５１号
　救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）第１条第１項の規定に基づき、
消防法（昭和２３年法律第１８６号）第２条第９項の救急業務に係る医療機関を認定した
ので、同令第２条第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　区分　救急病院
２　名称　藤田記念病院
３　所在地　福井県福井市宝永４丁目１５番７号
４　認定の有効期間　
　　　自　令和７年２月１３日
　　　至　令和１０年２月１２日
　 　
福井県告示第５２号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８条第１項の規定に基づき、神明下土地改
良区の設立を適当と決定したので、同法第８条第６項の規定により公告し、関係書類を次
のとおり縦覧に供する。
　なお、この処分について異議があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５
日以内に、福井県知事に審査請求をすることができる。
　また、この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して６か月以内に、福井県を被告としてこの処分の取消しの訴えを提起することが
できる。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書および定款の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和７年２月１２日から
　　令和７年３月１３日まで
３　縦覧に供する場所
　　永平寺町役場農林課
　　永平寺町農林課ホームページ
　 　
福井県告示第５３号



令和７年２月12日（水） 福 井 県 報 第 336 号4

　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（杉谷地区　農業用用排水施設（経営体育成基盤整備（土地総））事業）につき土
地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとおり縦
覧に供する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和７年２月１２日から
　　令和７年３月１３日まで
３　縦覧に供する場所
　　福井市役所農林水産部農村整備課
　　福井市農林水産部農村整備課ホームページ
　 　
福井県告示第５４号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（杉谷地区　暗渠排水（経営体育成基盤整備（土地総））事業）につき土地改良事
業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとおり縦覧に供す
る。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは

、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和７年２月１２日から
　　令和７年３月１３日まで
３　縦覧に供する場所
　　福井市役所農林水産部農村整備課
　　福井市農林水産部農村整備課ホームページ
　 　
福井県告示第５５号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（味真野北部地区　農業用用排水施設（農村災害対策整備）事業）につき土地改良
事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとおり縦覧に供
する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和７年２月１２日から
　　令和７年３月１３日まで
３　縦覧に供する場所
　　越前市環境農林部農林整備課
　　越前市環境農林部農林整備課ホームページ
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福井県告示第５６号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（北山（高山溜）地区　農業用用排水施設（ため池等整備（防災重点緊急整備型）
）事業）につき土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書
類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和７年２月１２日から
　　令和７年３月１３日まで
３　縦覧に供する場所
　　越前市環境農林部農林整備課
　　越前市環境農林部農林整備課ホームページ
　 　
福井県告示第５７号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（池ノ上（恩沢池）地区　農業用用排水施設（ため池等整備（防災重点緊急整備型
））事業）につき土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係
書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第

２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和７年２月１２日から
　　令和７年３月１３日まで
３　縦覧に供する場所
　　越前市環境農林部農林整備課
　　越前市環境農林部農林整備課ホームページ
　 　
福井県告示第５８号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（三方地区　農業用用排水施設（基幹水利施設ストックマネジメント）事業）につ
き土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次のとお
り縦覧に供する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和７年２月１２日から
　　令和７年３月１３日まで
３　縦覧に供する場所
　　若狭町建設課
　　若狭町ホームページ
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福井県告示第５９号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（山上堤地区　農業用用排水施設（ため池等整備（防災重点緊急整備型））事業）
につき土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により告示し、関係書類を次の
とおり縦覧に供する。
　なお、この計画については、同条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から
起算して１５日以内に福井県知事に対して審査請求をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　縦覧に供する書類
　　土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和７年２月１２日から
　　令和７年３月１３日まで
３　縦覧に供する場所
　　美浜町土木建築課
　　美浜町土木建築課ホームページ
　 　
福井県告示第６０号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（大安寺第１地区　農業用用排水施設（農村災害対策整備）事業）計画を変更した
ので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により告示し、関係書類を
次のとおり縦覧に供する。
　なお、この変更計画については、同法第８８条第６項で準用する同法第８７条第６項の
規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に福井県知事に審査請求
をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算

して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　縦覧に供する書類
　　変更後の土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和７年２月１２日から
　　令和７年３月１３日まで
３　縦覧に供する場所
　　福井市役所農林水産部農村整備課
　　福井市農林水産部農村整備課ホームページ
　 　
福井県告示第６１号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（大安寺第２地区　農業用用排水施設（農村災害対策整備）事業）計画を変更した
ので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により告示し、関係書類を
次のとおり縦覧に供する。
　なお、この変更計画については、同法第８８条第６項で準用する同法第８７条第６項の
規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に福井県知事に審査請求
をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　縦覧に供する書類
　　変更後の土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和７年２月１２日から
　　令和７年３月１３日まで
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３　縦覧に供する場所
　　福井市役所農林水産部農村整備課
　　福井市農林水産部農村整備課ホームページ
　 　
福井県告示第６２号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（重義地区　農業用用排水施設（経営体育成基盤整備（土地総））事業）計画を変
更したので、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により告示し、関係
書類を次のとおり縦覧に供する。
　なお、この変更計画については、同法第８８条第６項で準用する同法第８７条第６項の
規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に福井県知事に審査請求
をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　縦覧に供する書類
　　変更後の土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和７年２月１２日から
　　令和７年３月１３日まで
３　縦覧に供する場所
　　あわら市経済産業部農林水産課
　　あわら市経済産業部農林水産課ホームページ
　 　
福井県告示第６３号
　土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８８条第１項の規定に基づき、県営土地改
良事業（重義地区　暗渠排水（経営体育成基盤整備（土地総））事業）計画を変更したの
で、同条第６項において準用する同法第８７条第５項の規定により告示し、関係書類を次
のとおり縦覧に供する。
　なお、この変更計画については、同法第８８条第６項で準用する同法第８７条第６項の
規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して１５日以内に福井県知事に審査請求

をすることができる。
　また、この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第１４条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（審査請求をし
た場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を知った日の翌日から起算
して６箇月以内に、福井県を被告として（訴訟において福井県を代表する者は福井県知事
となる。）、この計画の取消しの訴えを提起することができる。ただし、同法第１４条第
２項の規定に基づき、この計画が定められた日の翌日から起算して１年を経過したときは
、原則としてこの計画の取消しの訴えを提起することができない。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　縦覧に供する書類
　　変更後の土地改良事業計画書の写し
２　縦覧に供する期間
　　令和７年２月１２日から
　　令和７年３月１３日まで
３　縦覧に供する場所
　　あわら市経済産業部農林水産課
　　あわら市経済産業部農林水産課ホームページ

公 　 告
　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、特
定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号）第
４条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　調達をする業務の名称および数量
　　　福井県行政情報ネットワーク　ヘルプデスク業務　一式
　⑵　業務の仕様等
　　　入札説明書および仕様書（以下「入札説明書等」という。）による。
　⑶　契約期間
　　　令和７年４月１日から令和１０年７月３１日まで（長期継続契約）
　　 　この場合に、福井県において契約締結日の属する年度の翌年度以降の歳入歳出予算
の当該金額について減額または削除があった場合には、この契約を解除する。

　⑷　履行場所
　　　入札説明書等による。



令和７年２月12日（水） 福 井 県 報 第 336 号8

２　入札に参加する者に必要な資格
　 　この入札に参加することができる者は、特定調達契約（政府調達に関する協定の適用
を受ける調達契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札の参加資格（以下「資格」とい
う。）について別に知事が行う審査により認定を受けた者（この公告の日から開札まで
に資格の認定を受けた者を含む。）で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
　⑴ 　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者
でないこと。

　⑵ 　入札の日において現に県の指名停止措置を受けている者でないこと。
　⑶ 　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、および
民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされて
いない者であること。

　⑷ 　この入札に併せて行われる技術的審査により、この入札に関する業務を実施する技
術的能力および体制を有すると認められる者であること。

　⑸ 　福井県のすべての県税ならびに消費税および地方消費税について未納のない者であ
ること。

　⑹ 　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその

支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力
団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与
するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
者

　　オ　役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　電子入札の実施
　 　入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、契約担当者の使用に係る
電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織（以下「電子入札システム」という。）を使用して行う。
　 　なお、やむを得ない事由により電子入札システムを使用して入札参加資格の確認申請
または入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り、契
約担当者の承認を得て、紙による入札参加確認申請書または入札書の提出を行うことが
できる。
４　資格の確認に関する事項

　 　この入札に参加しようとする者は、申請書（電子入札システムによる様式。なお、契
約担当者の承認を得て、紙による申請書または入札書の提出を行う者にあっては、入札
説明書に定める様式）に、必要な書類を添付して次のとおり提出し、この入札に係る業
務に関し福井県の技術的審査を受け、資格の確認を受けなければならない。

　⑴　申請書等の提出期間
　　 　令和７年２月１２日（水）１０時００分から令和７年３月１０日（月）１７時００
分まで

　⑵　申請書等の提出方法
　　ア　電子入札によりこの入札に参加しようとする者
　　　　電子入札システムを使用して送信すること。
　　　 　なお、資料の提出を有効に行うためには、申請書の情報が、提出期間中に、契約

担当者が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイルに記録されなけ
ればならない。

　　　 　申請書の提出に使用するＩＣカードは、電子署名及び認証業務に関する法律（平
成１２年法律第１０２号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者
が発行したもので、かつ福井県物品等入札参加資格者名簿に登録された代表者の名
義で取得し、そのＩＣカード情報を福井県の電子入札システムに利用者登録したも
のとする。

　　イ　紙入札によりこの入札に参加しようとする者
　　　　提出期限内に提出先へ直接持参または配達証明付書留郵便により提出すること。
　　　　提出先
　　　　〒９１０－８５８０
　　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　　福井県未来創造部ＤＸ推進課　デジタル県庁G
　　　　電話　０７７６－２０－０２７０
５　入札書の提出方法、提出期間および開札日時
　⑴　入札書の提出方法
　　　４⑵と同様とする。
　⑵　入札書の提出期間
　　 　令和７年３月２５日（火）９時００分から令和７年３月２６日（水）１６時００分
まで

　⑶　開札日時
　　　令和７年３月２７日（木）１５時００分
　⑷　開札場所
　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　福井県未来創造部ＤＸ推進課　
６　入札方法



令和７年２月12日（水） 福 井 県 報 第 336 号9

　 　落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、消費税および地方消費税に
相当する金額（当該金額の１００分の１０に相当する額）を加算した金額（加算後の金
額に１円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札
金額とするので、入札参加者は、消費税および地方消費税に係る課税事業者であるか免
税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望総額の１１０分の１００に相当する金
額を入札書に記載すること。
７　落札者の決定に関する事項
　 　この入札に関する契約の予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を
行った者を落札者とする。
８　契約に関する事項
　⑴ 　契約条項を示す場所、契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地ならび
にこの入札に関する問合せ先

　　　〒９１０－８５８０
　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　福井県未来創造部ＤＸ推進課　デジタル県庁G
　　　電話　０７７６－２０－０２７０
　⑵ 　電子契約同意書兼メールアドレス確認書の提出（福井県が利用する電子契約サービ
スによる契約を希望する者に限る。）

　　 　福井県が利用する電子契約サービスによる契約を希望する場合は、落札決定後すみ
やかに（当日中）、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を以下のメールアド
レス宛て提出すること。

　　　様式
　　 　https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro_d/fil/
densi-keiyaku-kakuninsyo.docx

　　　提出先（e-mail） dx-suishin@pref.fukui.lg.jp
　　　※電子契約サービスに関しては、以下のＵＲＬを参照のこと。
　　　https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/dx-suishin/denshikeiyaku_intro.html
９　その他
　⑴ 　この入札に関する一連の手続および契約に関する手続において使用する言語および
通貨

　　　日本語および日本国通貨とする。
　⑵　入札保証金および契約保証金
　　　福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の規定による。
　⑶　入札の無効
　　　福井県財務規則第１５１条の規定による。
　⑷　契約書作成の要否
　　　要

　⑸　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
　　ア 　受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２

項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うと
ともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　　イ　アにより、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。
　　　 　なお、上記アの届出を怠ったときは、物品購入等の契約に係る指名停止措置要領

の規定に基づく、指名停止等の措置を講じることがあるので注意すること。
　⑹　２に記載する、知事が行う入札参加資格申請の審査を申請する時期と場所
　　ア　申請書の受付時期
　　　 　福井県の休日を定める条例（平成元年福井県条例第２号）第１条第１項各号に掲

げる日を除き、随時申請を受け付ける。
　　イ　申請書の交付場所および提出場所ならびに申請に関する問合せ先
　　　　〒９１０－８５８０
　　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　　福井県会計局会計課総務第三グループ
　　　　電話　０７７６－２０－０２５３
　⑺ 　この公告に掲げるもののほか、この入札に関して必要な事項は、入札説明書等によ
る。

　⑻　当該競争入札の落札決定の効果は、令和７年度当初予算発効時において生ずる。
１０　Summary
　⑴　Nature and quantity of the service to be required
　　　Fukui Prefecture Administrative Information Network Helpdesk Services
　⑵　Date, time of Bidding
　　　9:00 A.M. 25th March 2025 - 4:00 P.M. 26th March 2025.
　⑶　Period of contract
　　　Date of the contract to 31st July 2028.
　⑷　The place for delivery and Contact for notice
　　　DX Promotion Division, Department of Future Creation, 
　　　Fukui Prefectural Office, 3-17-1, Ote, Fukui city, Fukui prefecture, 
　　　910-8580 Japan. 
　　　Tel 0776-20-0270
　 　
　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、特
定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号）第
４条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和７年２月１２日
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　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　入札に付する事項
　⑴　委託業務の名称
　　　令和７年度敦賀市民間最終処分場浸出水処理施設等維持管理業務委託
　⑵　委託業務に関する仕様等
　　　入札説明書および業務委託仕様書（以下「入札説明書等」という。）による。
　⑶　契約期間
　　　令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで
２　入札に参加する者に必要な資格
　 　この入札に参加することができる者は、特定調達契約（政府調達に関する協定の適用
を受ける調達契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札参加資格（以下「資格」という
。）について別に知事が行う審査により認定を受けた者（この公告の日から開札の時ま
でに資格の認定を受けた者を含む。）で、次に掲げる条件を満たすものとする。
　⑴ 　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者
でないこと。

　⑵　入札の日において現に県の指名停止措置を受けている者でないこと。
　⑶ 　この入札に併せて行われる事前審査により、この入札に関する委託業務を遂行する
次の条件を満たす者とする｡

　　ア 　福井県入札参加資格者名簿（工事に係るものを除く。）の大分類で「保守管理・
警備保障・検査類」または「その他」に登録され、水処理施設維持・運転管理を入
札参加希望種類とする者であること。

　　イ 　平成２２年度以降において、元請（共同企業体の場合は、当該共同企業体の代表
者に限る。）として中央政府機関または地方政府機関が発注した、一般廃棄物また
は産業廃棄物の最終処分場浸出液処理設備の運転管理を、連続して２年以上受託し
た実績を有すること。

　　ウ 　技術士法（昭和５８年法律第２５号）第３２条第１項に規定する技術士（衛生工
学部門、上下水道部門または総合技術監理部門の「衛生工学」もしくは「上下水道
」に限る。）の資格者を有すること。

　　エ　次のア、イのいずれかに該当する者を有し、本業務に配置できること。
　　　ア 　最終処分場浸出液処理設備の運転管理について１０年以上の実務経験を有する

者
　　　イ 　廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第２１条に

定める技術管理者の資格を有する者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施
行規則（昭和４６年厚生省令第４５号）第１７条に掲げる者であり、かつ最終処
分場浸出液処理設備、下水道処理施設またはし尿処理施設の運転管理について５
年以上の実務経験を有する者

　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。

　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその
支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力
団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与
するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
者

　　オ　役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　電子入札の実施
　 　入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、契約担当者の使用に係る
電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織（以下「電子入札システム」という。）を使用して行う。

　 　なお、やむを得ない事由により電子入札システムを使用して入札参加資格の確認申請
または入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り、契
約担当者の承認を得て、紙による入札参加資格確認申請書または入札書の提出を行うこ
とができる。

４　入札説明書等の交付等に関する事項
　⑴ 　入札説明書等の交付、契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地ならび
にこの入札に関する問合せ先

　　　〒９１０－８５８０
　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県エネルギー環境部循環社会推進課最終処分場対策グループ
　　　電話　０７７６－２０－０５８３
　⑵ 　入札説明書等の交付は上記の場所で行うほか、福井県物品等入札情報サービスシス
テムで公開する。契約条項の明示についても同様とする。

　⑶　入札説明書等の交付期間
　　 　令和７年２月１２日（水）から令和７年２月２５日（火）までの土曜日、日曜日お
よび休日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条に規定する
休日をいう。）を除く９時から１６時まで（福井県物品等入札情報サービスシステム
上での公開の場合は除く。）

５　資格の確認に関する事項
　 　この入札に参加しようとする者は、申請書（電子入札システムによる様式。なお、契
約担当者の承認を得て、紙による申請書または入札書の提出を行う者（以下「紙入札者
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」という。）にあっては入札説明書に定める様式）に、その他必要と認められる添付資
料を添えて次のとおり提出し、この入札に係る業務に関し福井県の事前審査を受け、資
格の確認を受けなければならない。
　⑴　申請書および添付資料（以下「申請書等」という。）の提出期間
　　　令和７年２月１２日（水）９時から令和７年２月２５日（火）１６時まで
　⑵　申請書等の提出方法
　　　電子入札システムを使用して送信する。
　　 　なお、資料の提出を有効に行うためには、申請書の情報が、提出期間中に、契約担
当者が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイルに記録されなければ
ならない。

　　 　申請書の提出に使用するＩＣカードは、電子署名及び認証業務に関する法律（平成
１２年法律第１０２号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者が発
行したもので、かつ福井県物品等入札参加資格者名簿に登録された代表者の名義で取
得し、そのＩＣカード情報を福井県の電子入札システムに利用者登録したものとする
。

　　 　ただし、電子入札システムを使用して送信できない場合は、下記⑶に定める提出先
へ持参または郵送（郵送する場合は簡易書留郵便とする。）すること。

　⑶　紙入札者に係る申請書等の提出先および提出方法
　　ア　提出先
　　　　４⑴と同様とする。
　　イ　提出方法
　　　　持参または郵送すること（郵送する場合は簡易書留郵便とする。）。
　⑷　入札参加資格確認の結果通知
　　 　入札参加資格確認の結果は、入札参加資格確認申請書を提出した者に対し、電子入
札システムを使用して通知する。ただし、紙入札者に対しては、別途書面により通知
する。

６　入札書の提出方法、提出期間および開札日時・場所
　⑴　入札書の提出方法
　　ア　電子入札システムによりこの入札に参加しようとする者
　　　　５⑵と同様とする。
　　イ　紙入札によりこの入札に参加しようとする者
　　　　５⑶と同様とする。なお、電報または電送による入札書の提出は認めない。
　⑵　入札書の提出期間
　　 　令和７年３月２４日（月）８時３０分から１７時１５分まで、令和７年３月２５日
（火）８時３０分から１６時まで（郵送による場合は必着とする。）

　⑶　開札日時・場所
　　ア　日時

　　　　令和７年３月２６日（月）１０時
　　イ　場所
　　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　　福井県庁　１０階　１００６会議室
７　入札方法
　 　落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０
に相当する額を加算した金額（加算後の金額に１円未満の端数金額があるときは、その
端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税およ
び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

８　落札者の決定に関する事項
　 　この入札に関する予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った
者を落札者とする。

９　その他
　⑴ 　この入札に関する一連の手続および契約に関する手続において使用する言語ならび
に通貨

　　　日本語および日本国通貨とする。
　⑵　入札保証金および契約保証金
　　　福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の規定による。
　⑶　入札の無効
　　　福井県財務規則第１５１条の規定による。
　⑷　契約書作成の要否
　　　要（当該契約書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）
　⑸ 　この業務は、福井県知事が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１９条の８の規定
に基づき、敦賀市民間最終処分場に係る生活環境保全上の支障の除去等の措置として
、敦賀市長と共同して実施するものである。

　⑹　当該競争入札の落札決定の効果は、令和７年度当初予算発効時において生じる。
　⑺　２に記載する別に知事が行う審査を申請する時期と場所
　　ア　申請者の受付時期
　　　 　福井県の休日と定める条例（平成元年福井県条例第２号）第１条第１項各号に掲

げる日を除き、随時申請を受け付ける。
　　イ　申請書の交付場所および提出場所ならびに申請に関する問合せ先
　　　〒９１０－８５８０
　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県会計局会計課総務第三グループ
　　　電話　０７７６－２０－０２５３
　⑻ 　この公告に掲げるもののほか、この入札に関して必要な事項は、入札説明書等によ
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る。
　⑼　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
　　ア 　受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２

項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うと
ともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　　イ　アにより、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。
　　　 　なお、上記アの届出を怠ったときは、物品購入等の契約に係る指名停止措置要領

の規定に基づき、指名停止等の措置を講じることがあるので注意すること。
１０　Summary
　⑴　Consignment details
　　　Operation and Maintenance of Leachate Treatment Facility
　⑵　Date and time of bidding
　　　26th March 2025 10:00 A.M.
　⑶　Contract term
　　　April 1st 2025 to March 31st 2026
　⑷　Delivery location and contact information
　　　Fukui prefectural government, Sustainable Society Promotion Division, 
　　　The energy environment part 3-17-1 Ote, Fukui city, Fukui prefecture, 
　　　Japan 910-8580 
　　　Tel +81(776)20-0583
　 　
　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１項の規定による大規模小
売店舗の変更届出があったので、同条３項において準用する同法第５条３項の規定により
公告する。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　大規模小売店舗の名称および所在地
　　くるふ福井駅
　　福井県福井市中央１丁目３２０２番地ほか
２ 　大規模小売店舗を設置する者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては代
表者の氏名
　　金沢タ－ミナル開発株式会社
　　代表取締役　山越　健司
　　石川県金沢市木ノ新保町１番１号
３　変更した事項
　⑴　大規模小売店舗の所在地

　　（変更前）
　　　福井県福井市大手１丁目２０１番地ほか
　　（変更後）
　　　福井県福井市中央１丁目３２０２番地ほか
４　変更の年月日
　　令和７年１月２３日
５　変更する理由
　　届出書の所在地に誤りがあったため
６　聴取した意見の縦覧場所
　⑴　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　⑵　福井県福井市手寄１丁目４－１
　　　アオッサ５階
　　　福井市商工労働部商工振興課
７　聴取した意見の縦覧期間および縦覧できる時間帯
　⑴　縦覧期間
　　　公告の日から４月間
　⑵　縦覧できる時間帯
　　 　午前８時３０分から午後５時１５分まで（ただし土曜日、日曜日、祝休日、年末年
始を除く。）

８　意見書の提出先
　　福井県福井市大手３丁目１７番１号　　
　　福井県産業労働部商業・市場開拓課
　 　
　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、特
定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号）第
４条の規定により、公告する。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　調達をする特定役務（以下「調達役務」という。）の名称および数量
　　　福井県河川・砂防テレメータ保守点検業務　一式
　⑵　委託場所
　　　福井県全域
　⑶　委託内容
　　　入札説明書、設計書および仕様書（以下「入札説明書等」という。）による。
　⑷　委託期間
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　　　令年７年４月１日から令和８年３月３１日まで
２　入札に参加する者に必要な資格
　 　この入札に参加することができる者は、特定調達契約（政府調達に関する協定の適用
を受ける調達契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札参加資格（以下「資格」という
。）について別に知事が行う審査により認定を受けた者（この公告の日から開札の日時
までに資格の認定を受けた者を含む。）で、次に掲げる条件をすべて満たすものとする
。
　⑴ 　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当
しない者であること。

　⑵　入札日において現に福井県の指名停止措置または指名除外期間中でないこと。
　⑶ 　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、破産法
（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立ておよび民事再生法（平成
１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者であるこ
と。

　⑷ 　平成１６年４月１日以降に、元請（共同企業体の場合は、当該共同企業体の代表者
に限る。）として、中央政府機関または地方政府機関との請負契約において、同種の
テレメータの保守点検業務を受注した実績を有している者であること。

　⑸ 　第一級陸上特殊無線技士以上の資格を有する者が在籍しており、適宜、当該調達役
務の補助・支援に配置することができる体制を有していること。

　⑹ 　機器に障害が発生した際、概ね２時間以内（小浜土木事務所管内については３時間
以内）に作業員を現場に派遣できる応援体制を整備できる本店または支店を福井県内
に有すること。

　⑺ 　次の①から⑤までのいずれにも該当しない者であること。
　　① 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその

支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力
団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　② 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　③ 　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者

　　④ 　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与
するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
者

　　⑤　役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　電子入札の実施
　 　入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、契約担当者の使用に係る

電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織（以下「電子入札システム」という。）を使用して行う。

　 　なお、やむを得ない事由により電子入札システムを使用して入札参加資格の確認申請
または入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り、契
約担当者の承認を得て、紙による入札参加資格確認申請書または入札書の提出を行うこ
とができる。

４　入札説明書等の交付に関する事項
　⑴ 　入札説明書等の交付場所、契約条項を示す場所、契約に関する事務を担当する部局
の名称および所在地ならびにこの入札に関する問合せ先

　　　〒９１０－８５８０
　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　福井県土木部砂防防災課
　　　電話　０７７６－２０－０４８２
　⑵　入札説明書等の交付期間
　　 　令和７年２月１２日（水）１０時から令和７年２月２１日（金）１６時まで（日曜
日、土曜日および国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）第３条の休
日を除く。）

　⑶ 　入札説明書等の交付は上記場所で行うほか、福井県物品等入札情報サービスシステ
ムで公開する。

５　資格の確認に関する事項
　 　この入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書（電子入札システムによ
る様式。なお、契約担当者の承認を得て紙による申請書または入札書の提出を行う者に
あっては入札説明書に定める様式）に、必要な書類を添付して次のとおり提出し、この
入札に係る業務に関し福井県の審査を受け、資格の確認を受けなければならない。

　⑴　入札参加資格確認申請書の提出期間
　　　令和７年２月１２日（水）１０時から令和７年２月２１日（金）１７時まで
　⑵　入札参加資格確認申請書等の提出方法
　　①　電子入札システムを使用して送信する。
　　　 　なお、資料の提出を有効に行うためには、申請書の情報が、提出期間中に、契約

担当者が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイルに記録されなけ
ればならない。

　　　 　申請書の提出に使用するＩＣカードは、電子署名及び認証業務に関する法律（平
成１２年法律第１０２号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者
が発行したもので、かつ福井県物品等競争入札参加資格者名簿に登録された代表者
の名義で取得し、そのＩＣカード情報を福井県の電子入札システムに利用者登録し
たものとする。

　　②　紙入札に係る申請書等の提出先および提出方法
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　　　ア　提出先
　　　　　〒９１０－８５８０
　　　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　　　福井県土木部砂防防災課
　　　　　電話　０７７６－２０－０４８２
　　　イ　提出方法
　　　　 　持参、または提出締切り日時を必着とした書留郵便その他の配達記録が残る郵

便等により提出すること。
６　入札書の提出方法、提出期間および開札日時、場所
　⑴　入札書の提出方法
　　　５⑵と同様とする。
　⑵　入札書の提出期間
　　　令和７年３月２４日（月）８時３０分から１７時まで
　　　令和７年３月２５日（火）８時３０分から１６時まで
　　①　開札日時
　　　　令和７年３月２６日（水）１０時
　　②　場所
　　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　　福井県庁９階土木部砂防防災課
７　入札方法
　 　落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０
に相当する額を加算した金額（加算後の金額に１円未満の端数金額があるときは、その
端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税およ
び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約
希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
８　落札者の決定に関する事項
　 　この入札に係る調達役務の予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行っ
た者を落札者とする。
　 　なお、この入札に係る落札者の決定の効果は令和７年度当初予算発効時において生じ
る。
９　その他
　⑴ 　この入札に係る一連の手続および契約に関する手続において使用する言語および通
貨

　　　日本語および日本国通貨とする。
　⑵　入札保証金および契約保証金
　　　福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の規定による。
　⑶　入札の無効

　　　福井県財務規則第１５１条の規定による。
　⑷　契約書作成の要否
　　　要
　⑸　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
　　① 　受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２

項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うと
ともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　　② 　①により、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。
　　　 　なお、上記①の届出を怠ったときは、物品購入等の契約に係る指名停止措置要領

の規定に基づく、指名停止等の措置を講じることがあるので注意すること。
　⑹ 　この公告に掲げるもののほか、この入札に関し必要な事項は、入札説明書等による
。

　⑺　２に記載する別に知事が行う入札参加資格申請の審査を申請する時期と場所
　　①　申請書の受付時期
　　　 　福井県の休日を定める条例（平成元年福井県条例第２号）第１条第１項各号に掲

げる日を除き、随時申請を受け付ける。
　　②　申請書の交付場所および提出場所ならびに申請に関する問合せ先
　　　　〒９１０－８５８０
　　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　　福井県会計局会計課総務第三グループ
　　　　電話　０７７６－２０－０２５３
１０　Summary
　⑴　Nature and quantity of the service  to be required:
　　　Maintenance service, routine check and other duties for Telemeter.
　⑵　Date, Time of Bidding:
　　　10:00AM,26th March 2025(Time-limit for the submission of tenders 
　　　16:00, 25th March 2025)
　⑶　Period of Contract
　　　1st April 2025 to 31st March 2026
　⑷　Contact point for the notice:
　　　Erosion control disaster  prevention division, Fukui prefectural government,
　　　3-17-1 Ohte,Fukui City, Fukui Prefecture,910-8580,Japan
　　　TEL 0776-20-0482
　 　
　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、特
定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号）第
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４条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　調達をする業務の名称
　　　草刈機（大型遠隔操縦式）購入（河川課）
　⑵　調達する物品（以下「調達物品」という。）の名称および数量
　　　入札説明書および別添１「仕様書」（以下「入札説明書等」という。）のとおり。
　⑶　調達物品の仕様等
　　　入札説明書等のとおり。
　⑷　納入期限
　　　令和７年７月３１日（木）まで
　⑸　納入場所
　　　入札説明書等のとおり。
２　入札に参加する者に必要な資格
　 　この入札に参加することができる者は、特定調達契約（政府調達に関する協定の適用
を受ける調達契約をいう。以下同じ。）に係る競争入札参加資格（以下「資格」という
。）について別に知事が行う審査により認定を受けた者（この公告の日から開札までに
資格の認定を受けた者を含む。）で、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。
　⑴ 　地方自治法施行令（昭和２２年政令１６号）第１６７条の４第１項に規定する者で
ないこと。

　⑵　入札の日において現に県の指名停止措置を受けている者でないこと。
　⑶ 　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て、および
民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされて
いない者であること。

　⑷ 　この入札に併せて行われる事前審査により、この入札に係る調達物品を納入する技
術的能力を有すると認められる者であること。

　⑸ 　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその

支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力
団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与

するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
者

　　オ　役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　電子入札の実施
　 　入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、会計局会計課の使用に係
る電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した
電子情報処理組織（以下「電子入札システム」という。）を使用して行う。

　 　なお、やむを得ない事由により電子入札システムを使用して入札参加資格の確認申請
または入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り、会
計局会計課の承認を得て、紙による入札参加資格確認申請書等（以下「申請書等」とい
う。）または入札書の提出を行うことができる。

４　入札説明書等の交付
　⑴　入札説明書等の交付場所およびこの入札に関する問合せ先
　　　〒９１０－８５８０
　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　福井県会計局会計課総務第三グループ（福井県庁６階）
　　　電話　０７７６－２０－０２５３
　⑵ 　入札説明書等の交付は上記の場所で行うほか、福井県物品等入札情報サービスシス
テムで公開する。

５　資格の確認に関する事項
　 　この入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書（電子入札システムによ
る様式。なお、会計局会計課の承認を得て、紙による申請書または入札書の提出を行う
者（以下「紙入札者」という。）にあっては、入札説明書別紙様式１「紙入札承認願」
、別紙様式３「入札参加資格確認申請書」）に、必要と認められる書類を添えて、次の
とおり提出し、この入札に係る業務に関する福井県の事前審査を受け、資格の確認を受
けなければならない。

　⑴　申請書等の提出期間
　　 　令和７年２月１２日（水）から令和７年３月３日（月）１６時００分まで（土、日
曜日を除く。）

　⑵　申請書等の提出方法
　　　電子入札システムを使用して送信する。
　　 　なお、資料の提出を有効に行うためには、申請書等の情報が提出期間中に、会計局
会計課が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイルに、記録されなけ
ればならない。申請書等の提出に使用するＩＣカードは、電子署名及び認証業務に関
する法律（平成１２年法律第１０２号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業
務を行う者が発行したもので、かつ福井県物品等競争入札参加資格者名簿に登録され
た代表者の名義で取得し、そのＩＣカード情報を福井県の電子入札システムに利用者
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登録したものとする。
　　 　また、紙入札によりこの入札に参加しようとする者は、提出期間中に持参または郵
送により提出すること。ただし、郵送する場合は、配達記録の残る書留郵便等を利用
すること。

　　　提出先は、４⑴と同様とする。
６　入札書および入札内訳書の提出方法、提出期間、開札日時および開札場所
　⑴　入札書の提出方法
　　　５⑵と同様とする。
　⑵　入札書の提出期間
　　　令和７年３月２４日（月）８時３０分から１７時００分
　　　令和７年３月２５日（火）８時３０分から１６時００分まで
　⑶　開札日時
　　　令和７年３月２６日（水）１０時００分
　⑷　開札場所
　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　福井県庁６階入札室
７　入札書に記載する金額
　 　落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に
相当する額を加算した金額（加算後の金額に１円未満の端数金額があるときは、その端
数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税および
地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希
望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
　 　なお、入札金額は、物品価格のほか輸送費等、指定する場所までの引き渡しに要する
一切の諸費用を含むものとする。
８　落札者の決定に関する事項
　 　この入札に係る調達物品の予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行っ
た者を落札者とする。
９　契約に関する事務を担当する部局の名称および所在地
　　〒９１０－８５８０
　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　福井県土木部河川課
　　電話　０７７６－２０－０４８０
　　FAX　０７７６－２０－０６９６
１０　その他
　⑴ 　この入札に関する一連の手続および契約に関する手続において使用する言語および
通貨

　　　日本語および日本国通貨とする。

　⑵　入札保証金および契約保証金
　　　福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の規定による。
　⑶　入札の無効
　　　福井県財務規則第１５１条の規定による。
　⑷　契約書作成の要否
　　　要
　⑸　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
　　ア 　受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２

項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うと
ともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　　イ 　アにより、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。
　　　 　なお、上記アの届出を怠ったときは、物品購入等の契約に係る指名停止措置要領

の規定に基づく、指名停止等の措置を講じることがあるので注意すること。
　⑹　２に記載する別に知事が行う審査を申請する時期と場所
　　ア　申請の受付時期
　　　 　福井県の休日を定める条例（平成元年福井県条例第２号）第１条第１項各号に掲

げる日を除き、随時申請を受け付ける。
　　イ　申請書の交付場所および提出場所ならびに申請に関する問合せ先
　　　　〒９１０－８５８０
　　　　福井県福井市大手３丁目１７－１
　　　　福井県会計局会計課総務第三グループ
　　　　電話　０７７６－２０－０２５３
　⑺ 　この公告に掲げるもののほか、この入札に関して必要な事項は、入札説明書等によ
る。

１１　Summary
　⑴　Nature and quantity of the service to be required:
　　　Purchase of Mowing machine(remote control wide type)Quantity:9
　⑵　Date, time of Bidding:
　　　8:30A.M. 24th March 2025 ‒ 4:00P.M. 25th March 2025
　⑶　Deadline for delivery:
　　　31st July 2025
　⑷　The Place for delivery
　　①　Fukui civil engineering office,4-28-1, Joto,Fukui City, Fukui Prefecture,
　　　　910-0853 Japan
　　②　Mikuni civil engineering office, 17-45, Mizui, Mikuni-cho, Sakai City, 
　　　　Fukui Prefecture, 913-8511 Japan
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　　③　Okuetsu civil engineering office,11-14, Tomoe, Ono City,
　　　　Fukui Prefecture, 912-0016, Japan
　　④　Tannan civil engineering office,42-1-1,Kamiota-cho, Echizen City, 
　　　　Fukui Prefecture, 915-0882, Japan
　　⑤　Sabae-nyu civil engineering office,3-17,Kehisyo, Echizen Town,
　　　　Fukui Prefecture, 916-0133, Japan
　　⑥　Tsuruga civil engineering office,1-7-36,Chuo-cho, Tsuruga City, 
　　　　Fukui Prefecture, 914-0811, Japan
　　⑦　Obama civil engineering office,1-101, Onyu, Obama City, 
　　　　Fukui Prefecture, 917-0241, Japan
　⑸　Contact for notice
　　　River Management Division, Fukui Prefectural Government, 3-17-1, Ohte,
　　　Fukui City, Fukui Prefecture,910-8580 Japan.
　　　Tel 0776-20-0480
　 　
　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る一般競争入札を実施するので、特
定調達契約に係る福井県財務規則の特例に関する規則（平成７年福井県規則第８２号）第
４条の規定により、次のとおり公告する。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県知事　杉本　達治　　　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　調達をする特定役務の名称および数量
　　　警察庁舎清掃業務　一式
　⑵　委託内容
　　　入札説明書および仕様書（以下「入札説明書等」という。）による。
　⑶　委託期間
　　　令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで
２　入札に参加する者に必要な資格
　 　この入札に参加することができる者は、特定調達契約（政府調達に関する協定の適用
を受ける調達契約をいう。）に係る競争入札参加資格（以下「資格」という。）につい
て別に知事が行う審査により認定を受けた者（この公告の日から開札の日時までに資格
の認定を受けた者を含む。）で、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。
　⑴ 　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者
でないこと。

　⑵　入札の日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。
　⑶ 　建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第１２
条の２第１項第１号または第８号に掲げる事業について、都道府県知事の登録を受け

ている者であること。
　⑷ 　平成２２年度以降において、庁舎等清掃業務を元請として契約履行した実績を有し
ている者であること。

　⑸　次の①から⑤までのいずれにも該当しない者であること。
　　① 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその

支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力
団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　② 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　③ 　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者

　　④ 　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与
するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
者

　　⑤　役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　電子入札の実施
　 　入札に係る入札参加資格の確認申請および入札書の提出は、契約担当者の使用に係る
電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電
子情報処理組織（以下「電子入札システム」という。）を使用して行う。

　 　なお、やむを得ない事由により電子入札システムを使用して入札参加資格の確認申請
または入札書の提出を行うことができない者は、入札手続に支障がない場合に限り、契
約担当者の承認を得て、紙による入札参加資格の確認申請書または入札書の提出を行う
ことができる。

４　入札説明書等の交付
　⑴ 　入札説明書等の交付場所、契約条項を示す場所、契約に関する事務を担当する部局
の名称および所在地ならびにこの入札に関する問合せ先

　　　〒９１０－８５１５
　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県警察本部警務部会計課管財第一係
　　　電話　０７７６－２２－２８８０
　　　内線　２２３４
　⑵　 入札説明書等の交付は上記の場所で行うほか、福井県物品等入札情報サービスシス

テムで公開する。
５　資格の確認に関する事項
　 　この入札に参加しようとする者は、申請書（電子入札システムによる様式。なお、契
約担当者の承認を得て、紙による申請書または入札書の提出を行う者にあっては、入札
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説明書様式２）に必要と認められる書類を添えて次のとおり提出し、この入札に係る業
務に関し福井県の技術審査を受け、資格の確認を受けなければならない。
　⑴　申請書等の提出期間
　　　令和７年２月１２日（水）８時３０分から令和７年３月３日（月）１７時まで
　⑵　申請書等の提出方法
　　①　電子入札システムを使用して送信する。
　　　 　なお、資料の提出を有効に行うためには、申請書の情報が、提出期間中に契約担

当者が本件入札に使用する電子計算機に備え付けられたファイルに記録されなけれ
ばならない。

　　　 　申請書の提出に使用するＩＣカードは、電子署名及び認証業務に関する法律（平
成１２年法律第１０２号）に基づき主務大臣の認定を受けた特定認証業務を行う者
が発行したもので、かつ福井県物品等競争入札参加資格者名簿に登録された代表者
の名義で取得し、そのＩＣカード情報を福井県の電子入札システムに利用者登録し
たものとする。

　　②　紙入札による申請書等の提出先および提出方法
　　　ア　提出先
　　　　　〒９１０－８５１５
　　　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　　　福井県警察本部警務部会計課管財第一係
　　　イ　提出方法
　　　　　持参または郵送すること。（郵送する場合は簡易書留郵便とする。）
６　入札書の提出方法、提出期間および開札日時、場所
　⑴　入札書の提出方法
　　　５⑵と同様とする。
　⑵　入札書の提出期間
　　　令和７年３月２４日（月）８時３０分から１７時まで
　　　令和７年３月２５日（火）８時３０分から１６時まで
　⑶　開札日時
　　　令和７年３月２６日（水）１０時
　⑷　開札場所
　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県警察本部　入札室
７　入札方法
　 　落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に、当該金額の１００分の１０
に相当する額を加算した金額（加算後の金額に１円未満の端数金額があるときは、その
端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札参加者は、消費税およ
び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約

希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。
８　落札者の決定に関する事項
　 　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする
。

　 　なお、当該競争入札の落札決定の効果は、令和７年度当初予算発効時において生じる
。

９　その他
　⑴ 　この入札に係る一連の手続および契約に関する手続において使用する言語および通
貨

　　　日本語および日本国通貨とする。
　⑵　入札保証金および契約保証金
　　　福井県財務規則（昭和３９年福井県規則第１１号）の規定による。
　⑶　入札の無効
　　　福井県財務規則第１５１条の規定による。
　⑷　契約書作成の要否
　　　要
　⑸　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
　　① 　受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２

項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うと
ともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　　②　①により、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに発注者に報告すること。
　　　 　なお、上記①の届出を怠ったときは、物品購入等の契約に係る指名停止措置要領

の規定に基づく、指名停止等の措置を講じることがあるので注意すること。
　⑹ 　この公告に掲げるもののほか、この入札に関し必要な事項は、入札説明書等による
。

１０　２に記載する別に知事が行う審査を申請する時期と場所
　⑴　申請者の受付時期
　　 　福井県の休日を定める条例（平成元年福井県条例第２号）第１条第１項各号に掲げ
る日を除き、随時申請を受け付ける。

　⑵　申請書の交付場所および提出場所ならびに申請に関する問合せ先
　　　〒９１０－８５８０
　　　福井県福井市大手３丁目１７番１号
　　　福井県会計局会計課総務第三グループ
　　　電話　０７７６－２０－０２５３
１１　Summary
　⑴　Nature and quantity of the service to be required :
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　　　Police Government Office Building
　　　Administration Cleaning Service
　⑵　Date, Time of Bidding :
　　　10:00A.M.26 March,2025
　⑶　Period of Contract :
　　　From 1st of April 2025 to 31st of March 2026
　⑷　Contact point for the notice :
　　　Building Administration Section,Fukui Prefectural Police H.Q.3-17-1 Ote,
　　　Fukui City, Fukui Prefecture, 910-8515 Japan.
　　　Tel 0776-22-2880

選挙管理委員会告示
福井県選挙管理委員会告示第２８号
　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、政治団体の
設立の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定により、次のとおり告示する。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県選挙管理委員会
　　　　　　　委員長　吉川　奈奈
（その他の政治団体）
（国会議員関係政治団体以外の政治団体）

届　出
年月日

政治団体の名称 代表者の氏名
会計責任者の
氏　　　　名

主たる事務所の所在地

令和6年
12月19日

三宅わたる後援会 三宅　中 三宅　結香 越前市宮谷町５７－１－１１

　 　
福井県選挙管理委員会告示第２９号
　政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により、資金管理
団体の指定の届出があったので、同法第１９条の２第１項の規定により、次のとおり告示
する。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県選挙管理委員会
　　　　　　　委員長　吉川　奈奈

指　定
年月日

資金管理団体
の届出をした者
（代表者）の氏名

届出をした者に
係る公職の種類

資金管理団体
の　 名 　称 主たる事務所の所在地

令和6年
2月19日

杉本　和範 小浜市長 杉本かずのり後援会 小浜市小浜酒井９５－２

令和6年
12月15日

三宅　中 福井県議会議員 三宅わたる後援会 越前市宮谷町５７－１－１１
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監査委員告示
福井県監査委員告示第１号
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、知事か
ら、令和５年度包括外部監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、その内
容を次のとおり公表する。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県監査委員　山本　建
　　　　　　同　　　　　　　松崎　雄城　
　　　　　　同　　　　　　　五十嵐　昌子
　　　　　　同　　　　　　　伊藤　和弘
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福井県監査委員告示第２号
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、知事か
ら、令和４年度包括外部監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、その内
容を次のとおり公表する。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県監査委員　山本　建
　　　　　　同　　　　　　　松崎　雄城　
　　　　　　同　　　　　　　五十嵐　昌子
　　　　　　同　　　　　　　伊藤　和弘
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福井県監査委員告示第３号
　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により、知事か
ら、令和３年度包括外部監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので、その内
容を次のとおり公表する。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　福井県監査委員　山本　建
　　　　　　同　　　　　　　松崎　雄城
　　　　　　同　　　　　　　五十嵐　昌子
　　　　　　同　　　　　　　伊藤　和弘
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公立大学法人福井県立大学公告
　政府調達に関する協定の適用を受ける調達契約に係る公募型プロポーザルを実施するの
で、公立大学法人福井県立大学物品等または特定物品の調達手続に関する会計細則（平成
３１年公立大学法人福井県立大学細則第２号）第６条の規定により次のとおり公告する。
　　令和７年２月１２日
　　　　　　公立大学法人福井県立大学
　　　　　　　理事長　窪田　裕行
１　企画提案書の提出に係る事項
　⑴　業務名
　　　公立大学法人福井県立大学財務会計・人事給与システム更新業務委託
　⑵　契約期間
　　　契約日から令和８年３月３１日まで
　⑶　業務内容
　　 　公立大学法人福井県立大学財務会計・人事給与システム更新業務委託公募型プロポ
ーザル実施要領（以下「実施要領」という。）による。

２　提案書を提出する者に必要な資格
　 　提案書を提出することができる者は、公立大学法人福井県立大学契約事務取扱要領（
平成１９年公立大学法人福井県立大学要領第６号）第２条に係らず、公立大学法人福井
県立大学物品等または特定物品の調達手続に関する会計細則第５条に基づく審査による
認定を受けた者で、次に掲げる条件をすべて満たす者とする。
　⑴ 　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者でない
こと。

　⑵　受審資格認定日において現に福井県の指名停止措置を受けている者でないこと。
　⑶ 　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立ておよび民
事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされてい
ない者であること。

　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員またはその

支店もしくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力
団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す
る暴力団をいう。以下同じ。）または暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害
を加える目的をもって、暴力団または暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団もしくは暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与
するなど直接的もしくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、または関与している
者

　　オ　役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
　⑸ 　平成２４年度以降において、法人の同種業務を履行した実績を有する者であること
。

　⑹ 　この業務にかかる保守について、その体制が十分であり、長期にわたり迅速かつ円
滑に対応することができると認められる者であること。

３　実施要領の交付等に関する事項
　⑴ 　実施要領の交付場所、契約条項を示す場所、契約に関する事務を担当する部局の名
称および所在地ならびにこのプロポーザルに関する問合せ先

　　　〒９１０－１１９５
　　　福井県吉田郡永平寺町松岡兼定島４－１－１
　　　公立大学法人福井県立大学財務課
　　　電話　０７７６－６１－６０００
　⑵　実施要領は上記のほか、本学ホームページで公開する。
４　資格の確認に関する事項
　⑴ 　提案書の提出を希望する者は、所定の参加申込書に、必要書類を添えて資格の確認
の申請をしなければならない。

　⑵　参加申込書の提出期限
　　　令和７年２月２１日（金）１７時
　⑶　参加申込書の提出方法
　　　持参または郵送すること。郵送の場合は提出期限までに到着すること。
　⑷　参加申込書の提出先
　　　３⑴に同じ。
５　本業務に関する質問
　　本業務に関する質問事項については、所定の質問票により受け付ける。
　⑴　受付期限
　　　令和７年３月１２日（水）正午まで
　⑵　受付方法
　　　質問票を電子メールにより提出するものとする。
　⑶　回答方法
　　 　全参加者に対し、原則として電子メールにより質問毎に、３月１９日（水）までに
随時回答する。

６　企画提案書の作成・提出
　　実施要領に基づき、企画提案書を作成・提出すること。
　⑴　提出期限
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　　　令和７年３月２４日（月）正午（必着）
　⑵　提出方法
　　　直接持参または郵送によること。郵送の場合は提出期限までに到着すること。
　⑶　提出場所
　　　福井県立大学財務課
７　審査会の実施に関する事項
　⑴　日時
　　　令和７年３月２６日（水）
　　　なお、時間については別途通知する。
　⑵　場所
　　　公立大学法人福井県立大学永平寺キャンパス本部棟
８　受託者の決定に関する事項
　 　７の審査会の審査において、最も優れた提案を行ったと認められた者を受託予定者と
する。
９　その他
　⑴　提案資格の喪失 
　　　実施要領による。
　⑵　契約書作成の可否
　　　要
　⑶　契約保証金 
　　　公立大学法人福井県立大学契約事務取扱細則の規程による。
　⑷　暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置
　　ア 　受注者は、福井県暴力団排除条例（平成２２年福井県条例第３１号）第５条第２

項の規定の趣旨にのっとり、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係
を有する者による不当介入を受けたときは、速やかに所轄の警察署に届出を行うと
ともに、捜査上必要な協力を行うこと。

　　イ　アにより、警察署に届け出たときは、その旨を速やかに本学に報告すること。
　⑸ 　この公告に掲げるもののほか、この提案書の提出に関し必要な事項は、実施要領に
よる。

１０　Summary
　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased: 
　　　Financial accounting/Human resources payroll system update
　⑵　Time-limit for the submission of proposals:
　　　12:00 A.M.24th of March 2025
　⑶　Contact point of contract notice: Finance Division, 
　　　Fukui Prefectural University, 4-1-1, Matsuokakenjoujima, Eiheiji town,
　　　Yoshida county, Fukui prefecture, 910-1195 Japan

　　　TEL 0776-61-6000

発行人　〒910-8580　福井県福井市大手３丁目17番１号　福　井　県


